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　「何が変わった！？　２０１３年　改正ポイント　かんたん解説　Ｂｏｏｋ」
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③　居住用財産等に関する税制改正ポイント

平成２５年居住分（原則として、平成２６年３月居住分まで適用）

年末ローン残高の限度額　＝　２０００万円
（長期優良住宅に該当する場合は３０００万円）

原則として、平成２６年４月居住分以降に適用される住宅ローン控除

年末ローン残高の限度額　＝　４０００万円
（長期優良住宅に該当する場合は５０００万円）

１年目から１０年目

年末ローン残高（最高４０００万円まで、長期優良住
宅に該当する場合は５０００万円）×１％

※　平成２６年４月居住分以降の金額は、消費税の増税に伴う措置ですから、一
般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が８％または１０％
である場合の控除額です。消費税率が、これ以外の場合の借入限度額は２０００
万円（長期優良住宅の場合は３０００万円）となります。

10年間の最高控除額＝２００万円（長期優良住宅に該当する場合は３００万円）

１年目から１０年目

年末ローン残高（最高２０００万円まで、長期優良住
宅に該当する場合は３０００万円）×１％

・改正により、平成２１年から、所得税から控除しきれなかった金額があるとき
には、翌年度の個人住民税より一定金額（所得税の課税所得金額に５％を乗じた
額、最大９．７５万円まで、平成２６年４月以降は、課税所得金額に７％を乗じ
た額、最大１３．６５万円まで）が控除できることになりました。

10年間の最高控除額＝４００万円（長期優良住宅に該当する場合は５００万円）


